


２．改正の内容 

○ 新型コロナウイルス感染症については、以下のとおり、発生届出の届出事項

の簡素化等を行うこととする。 

現行の届出事項 改正後の届出事項 

当該者の職業及び住所 － 

当該者が成年に達していない場合に

あっては、その保護者の氏名及び住

所（保護者が法人であるときは、その

名称及び主たる事務所の所在地） 

当該者が成年に達していない場合に

あっては、その保護者の氏名及び電

話番号（保護者が法人であるときは、

その名称及び主たる事務所の電話番

号） 

感染症の名称及び当該者の症状 感染症の名称 

診断方法 － 

当該者の所在地 同左 

初診年月日及び診断年月日 検体採取年月日及び診断年月日 

病原体に感染したと推定される年月

日（感染症の患者にあっては、発病し

たと推定される年月日を含む。） 

－ 

病原体に感染した原因、感染経路、病

原体に感染した地域又はこれらとし

て推定されるもの 

－ 

 

診断した医師の住所（病院又は診療

所で診療に従事している医師にあっ

ては、当該病院又は診療所の名称及

び所在地）及び氏名 

同左 

その他感染症のまん延の防止及び当

該者の医療のために必要と認める事

項 

同左 

※「－」は、現行の届出事項から削除する届出事項。 

 

○ その他所要の改正を行う。 

 

３．施行期日 

公布の日から施行する。 

 

 


